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社団法人日本動物用医薬品協会理事長殿

このことについて、別添のとおり各都道府県知事宛て通知いたしましたので、御了知の

上、円滑な防疫対策の実施につき御協力方お願いいたします。

また、貴職におかれましては、家畜防疫の重要性を十分に御理解の上、傘下会員各位等

に対し周知されますとともに、適切な対応がなされるよう御指導方よろしくぉ願いいたし

ます。

口蹄疫に関する防疫対策の強化について

24消安第4098号

平成24年12月7日

農林水産省消費・安全局

接

動薬協
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都道府県知事殿

年末.年始及び春節における口蹄疫に関する防疫対策の強化について

口蹄疫に係る防疫対策にっレ,、ては、これまで、白蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫
指針(平成23年10月1日農林水産大臣公表。以下「防疫指針」という。)及び「口蹄

疫に関する防疫対策の強化にっいて」・(平成24年3月,2日付け23消安第6020号農林水
産省消費.安全局長通知)により飼養衛生管理基準の遵守状況の調査や畜産関係者等
への注意喚起の徹底等を御指導いただくようぉ願いしてきたところです。

我が国での口蹄疫の発生は平成22年以降確認されておりませんが、台湾や中国をは
じめとした我が国の近隣諸国においては、引き続き発生が認められていることから、

我が国ヘの口蹄疫ウィルスの侵入りスクは依然高い状況にあると,考えられます。
これから年末.年始及び春節を迎えるに当た叺アジア地域における人・物の移動

が盛んになり、それに伴い、口蹄疫ウィルスの侵入の可肯目陛が高まることが懸念され

ます。つきましてば、より一層の口蹄疫に対す.る情報の共有に努.め、危機意識を高め

るとともに、我が国におけ.る口蹄疫の発生を未然に防ぐため、特に下記の事項に留意

の上、白蹄疫の発生予防措置の徹底及び監視体制の強化に万全を期するようぉ願いい

たします。

團
24消安第4098号

平成24年12月7日

農林水産省消費・安全局長

1 牛及び豚等の飼養農場における飼養衛生管理の確認及び指導の徹底にっいて

家畜防疫員は、家畜伝染病予防法.(昭和26年法律第166号。以下「家伝法」とい

う。)第駐条により牛及び豚の大規模所有者(家畜伝染病予防法施行規則(昭和26

牟農林省令第35号)第21条の2第8号に規定する大規模所有者をいう。以下同じ。)

の農場及び都道府県が必要と考える家畜(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚及びい

のしし)の飼養農場(例えば、口蹄疫発生地域からの外国人労働者等を受け入れて

いる農場など)に平成25年2月28日までに立ち入り、飼養衛生管理基準の遵寸状況

を確認L、適切な指導をすること。(詳細は卸排氏のとおりとする。)

記



2 防疫指針第2の2の(2)の①の立入検査の結果報告について

平成24年4月1日から・平成25年3月31日までの間に行った防疫指針第2の、2の

(2)の①の立入検査の結果について、'様式1によ'り飼養衛生管理状況の確認結果

報告書を,作成し、平成25年4月19日(金)までに農林水産省消費・安全局動物衛生

課(以下「動物衛生課」という。)担当者宛て(kok如ai_boeki@nm.ma丘.即.jp)'ι戸

電子メールにょり提出すること。倖&告の方法は、別紙の4'から6までのとおりと

同様とする。)

なお、上記1の立入検査をもって防疫指針第2の2の.(2)の①の立入検査に代

えることができる。

3 畜産関係者ゐ海外渡航の自粛等の指導の徹底について

畜産関係者に対しては、口蹄疫が発生している国ヘの渡航を可能な限り自粛する

よう要請し、仮に渡航する場合には、.以下の・点に留意するよう指導するとと,。

(1)渡航に当たっての留意事項

①農場やと畜場などの畜産関連施設に立ち入らないこと。

②肉製品等を日本に持ち帰らないこと。

③.帰国め際には、到着した空海港の動物検疫所力・ウンターに立ち寄り、家畜防

疫官の指導を、受けるこ・と。

(・2)'帰国後の留意事項

①飼養衛生管理基準に基づき、帰国後一週間、必要がある場合を除き、衛生管

理区域(家畜伝染病予防法施行規則第21条の2第1号に規定する衛生管理区域

をいう。'以下同じ。)に立ち入らないこと。.

②海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まないこととじ、やむを

得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他の措置を講ずること。

4,防疫指針に基づく口蹄疫江関する研修会の開催等にういて'

牛及び豚等の所有者及び畜産関連業者に加え、可能な限り、中国及び台湾等の口

蹄疫発生国からの入国者が訪れる可能性の高いホテル、ゴルフ場等の管理者等を対

象に、口蹄疫に関する研.修会(講習会その他これに類するも.のを含む。以下同じ。)

を開催し、自蹄疫の防疫及び飼養衛生管理基準の遵守に係る意識の向上を図り、、農

場等における消毒を徹底するよう指導するごと。この際、これまで農林水産省が発

出した通知、飼養衛生管理基準のパンフレット、「口蹄疫に関する防疫作業マニュ

アノレ」(平成23年10月.1日付け23消安第3463号農林水産省消費,安全局動物衛生課

長通知)等を活用する.とともに、上記1の飼養衛生管理の確認結果を踏まえた指導

を行うほか、優良事例があれば、それについても紹介し、地域の飼養衛生管理に関

する意識の向上を図ること。また、特に外国人労働者、.海外研修生等を受け入れて

いる農場に対じては、上記3の丙容を周知、指導すること。

、

、
轟



なお、研修会の開催結果につい,ては、様式2により平成25年4月19日(金)・まで

に動物衛生課担当者宛て(kokunai_boek地nm.maff.即.jp)に電子メールによ,り提

出すること。

.ノ

5 早期通報の再徹底について

家畜の所有者や獣医師等に対して、家伝法第13条の2第1項に規定する症状の具

体的な内容にっい.て周知徹底するとともに、当該症状を呈している家畜を発見した

ときは、'遅滞なく、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する家畜保健衛生所に通

報するよう改めて指導を徹底すること。

6 的確な初動対応の徹底及び連携体制の再確認について

都道府県が家畜の所有者や獣医師等から上記5の通報を受けた場合には、.遅滞な

く、防疫指針第3の規定に基づく対応を的確に行うよう徹底ずること。また、万が

ーの口蹄疫の発生E割.こ備え、防疫指針第2の・2の(9)の規定に基づく市町村、関
係機関及び関係団体どの連携体制の整備について改めて確認すること。

フ口蹄疫に関す、,る情報の共有について

農林水産省から提供された口蹄疫に関する種々の情報にっいてば、必要に応・じ、

広く関係者に周知すること。特に、生産現場における防疫対応等に有用と考えられ

るもの'として動物衛生課が周知,、るよう指定した情報については、確実かつ迅速に

家畜の所有者、市町村、.関係機関、・関係団体等に周知するこ,と。
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1牛及び豚等の飼養農場における飼養衛生管理基準の遵守状況の確認及び報告

並びに指導の徹底について

1 目的

牛及び豚等の飼養農場における飼養衛生管理基準の遵守状況を確認し、・報告する

ととも1二適切な飼養管理を指導することにより、口蹄疫等家畜の伝染性疾病の発

生の予防に万全を期する。

2 立入検査の対象農場"

立入検査恒っいては、牛及び豚の大規模所有者の農場並びに都道府県が必要と考
える家畜(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚及びいのじし)の飼養農場を対象とす

る。

また、'これまでの立入検査の結果、飼養衛生管理に問題があった農場は優先的に

立入検査を行うこと。

なお、平成24年10月1日以降に既に飼養衛生管理基準の遵守状況の確認を行って

お'り、その結果、指導不要又は改善済みで.ある場合には、当該確認の結果め報告を

もって、これに代えることができるも.のとし、可能な限.り、未確認の農場を訪問し、

確認司、ること。

偶!俳勵

3 確認の方法

別添の飼養衛生管理基準チェッケシートを活用し、家畜防疫員が各農揚を訪問し

て飼養衛生管理基準の遵守状況を確認する乞と.もに、指導の徹底を図ること。なお、

1つの農場を複数名で確認した場合には、必ず家畜防疫員が最終的な確認を行うこ

と。

また、行政手続法(平成5年法律第訟号)又は家伝法に基づき、飼養衛生管理に

関する指導を行うた場合にば、後日、その改善状況を確認する二と。なお、'行政手

続法の指導の対象にっいては、飼養衛生管理基準に規定された項目に限るものとす

る。

r'

4 報告の方法

様式1による飼養衛生管理状況の確認結果報告書住Xce1ファイノレ)を作成し、

農林水産省消費、安全局動物衛生課担当者宛て(kok噸ai_bo.ki@n皿.maff.'EO.jp)
に電子メールにょり提出すること

、



牛,水牛.鹿・めん.羊・山羊・豚・いのUし農場の衛生管理チエツク表

第'1床畜防疫に関する最新情報の把握

1'自らが飼養する家畜が感染する伝染性疾病の発生の予防及び弐ん延防止に関する情報を
把握している。

第二.衛生管理区域の設定

2

第Ξ衛生管理区域ベの病原袿切持込みの防止
陪B外者立入禁止」等の看板を設置して入場:衛生管理区域の出入口に門を設置したり、3

,者・車両の入場制限をしている。

、五心;谷生舎1重区面a)雷叉そ「付癒7ご章両角の涌毒案呑莇象おあ葛吠愈モ条誠0ぞ厶之;、ーーー
'(2)入場車両の消毒を常時行っている。._____.____・_'____'________

76 血;衛生管理区域及び畜舎の出入口付近に立ち入る者用の消毒薬を効果のある状態で吊
,Ξ戈している。_______________
^^^^^^^^^^^^^^^^

}稔;衛生管理区域及び畜舎に出入りする際に手指の洗浄又は消毒及び靴の消毒を常時白
1 行っている。______________

、6、;雨爾圭舎謹区面専雨ゐ表箙及替凱菱設置01著南じそ1;冬;、で※y一「一「一'に戸1
1蒼董衣兪而義箙ほ:、衛至各浬匡裁辱角お義箙写そ莞全1ξ覆万五そい之:、之菜)、ーに二1、
衛生管理区域に立ち入る者に対して、当日の他の畜産関係施設等ヘの立入のの有無竺過7

去1週間以内の海外からの入国歴(渡航歴)を確認し、必要がある場合を除いて、立ち 口

入ら世ないようにしている。

チエック項目

(別シ条)

巳ι゛ f:1

゛.、

第四里テ生動物等からの病原候如侵入防止

,

11:a琉合餌設備に野生動物の排池物の混入防止に必要怨措置を講じている。__'_
,巨随可癌藁管傷所1己蔀生商栃ゐ誹冠転の癌犬酷征1乙冴婁蒼捨吾呑講、6そい冬:ーー

、巨i可姦み、各虫蓄1己飯用ヒ這〔アだ永毛Ξ希写'0ぞし;之:、、、、、、、、、、、.、'_!コ
、、、:n;衛生管理区域の境界に野生動物の侵入を防止することができる柵等を設置レてい
:る。.(※)、__'_________.____'___'_________
1稔;防鳥ネットの設置等によの畜舎に野生動物の侵入を防止することができる措置を講
,じている。(※)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ー

K1珂防鳥ネットの設置等により糞尿処理施設に野生動物の侵入を防止することができる'
措置を講じている(※)

1

評価
゛

1 1,'

口

「1

士...鬼

第五衛生管理区.域の衛生状態の確保・、・,メ 、

口d4,ロ)畜舎及ぴ器具の清掃又は消毒を定期的にしている。______
「^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^,

鹿.めん羊・山羊において、生乳を除く。)が付着する物:(2)寒畜の体液(牛・水牛
口頭ごとに(豚・いのししにおいてL 注射針にあっては少恋品を使用する際には、1

くとも畜房ごとに)交換又は消毒をしている。
.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

、ち空になった畜舎朝家.いのししに限る。)、畜房又はハッチ(牛・水牛'鹿'めん羊'ロ
山羊に限る。)の清掃及ぴ消毒をしている。

^^^^^^^^^^^^^^^^

16 家畜を適句な密度で飼養している。

、 「一
式

ロ)'衛生管理区域を設定している。'1

稔;爾全舎謹区誠ゐ務貞ゐ否み名よぢ1Ξじそ

f. fξ.' :,.1、

".」

工 1

゛.1

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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5 報告の期限

平成25年4月19日

6 その他

(1)上記4により提出された飼養衛生管理基準の遵守状況の確認結果報告書につい

ては、.動物衛生課において都道府県別に取りまとめ、個々の農場が特定されない

ように配慮した上で、対象農場数,、指導農場数(改善済及び改善指導中)、指導不

要農場数及び各項目の遵守率について、公表する。

(2).・行政手続法に基づく指導及び助言に対tる改善が認められない農場に対しては、

家伝法第12条の5の規定による指導及び助言.(既に同条の規定による.指導及び助

言を行ってぃる場合には、家伝法第12条の6第1項の規定による勧告)等を検討す

ること6

(金)

、

?

、、



17:御未処理の糞尿を衛生管理区域外ヘ持ち出す場合には、持ち出す前後に運搬車両を消
'毒している。(※)

1巨;蓮掘軍両1Ξ蚕尿のこぼh防証及そヌ永b・〕の系散砧正蒼置む藷υで厶葛。、、ξ乗S、ー!ーー
第六、家玄め健康観察ど異吠が確語さ五た玉あ合の対処、ヅー岸一゛ー'"、ー・〒・、艦一・'ー""一秋一州ゞヅト""ーーー
18飼養する家畜が特定症状を呈している場合の家畜保健衛生所ヘの連絡体制を確保してい

る。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

19飼養する家畜に異状が確認された場合には、'速やかに獣医師の診療を受け、又は指導を,白
求めている。'・.1

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

20毎日、食司養する家畜の健康観察を行っている。_______
1Σ'1:C何導ズ元の疾藁禿茎吠涜及み蓮入蓄ゐ夏康耿態呑種需穫、会言呑蓮入Uそ武冬;'ーーーー^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1(2)導入畜が伝染性疾病にがかってい恋いことを確認するぎでの間、他の宏畜と直接接
}触させないようにしている。・

Ii、乞由荷又ほ移面ゐ百前に家畜マ方健藁'天愈呑確語し'ξい葛'。、、、、、、、、丁'、、、、、、・、、 0、

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

チ土ツク項目

第毛漣却等め準備「,1

23 埋却、焼却又は化製処理の準備ができている。
」. J

第太1感築ル芋ド頭の早期特定ゐための記録の作成及ぴ保管

J

第九大規模所有者に関する追加措置

25農場ごとに、担当の獣医師又は診療施設を定め、飼養する家畜の健康管理について定期
的に指導を受けている。

26 従業員が飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときにおいて、所有者及ぴ管理者の許可を得ずf直ちに寡畜保健衛生所に通報することを規定したもと)を作成
し、全従業員に周知徹底している。
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口のある項目は、家畜伝染病予防法第ゴ2条の4第1項の規定く定期の報告)による報告項目です。口に
は、必要に応じて家畜の所有者からの報告状況(チェックの有無)を記入して下さい。 11_・.
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されていないが、飼養衛生管理の上で肴効恋毛のであるため、未実施農場1こっいては、'必要に応じてその実
施を指導して下さい。'ただし、この指導は様式1(*)お指導には当たのません。'
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(都道府県名)

飼養衛生管理基準の遵守状況の確認結果報告嵩'

肉用牛

大規模晨場

農場数
(①+②)

j

それ以外の農場

乳用牛

Φ;旨導(*)を行った農場数

六規槙農場

うち、改善済

それ以外の農墻

うち、改善指導中

豚

犬規槙農場

②指導(*)が
不要だった農場

数

それ以外の農場

水牛

チェッウ表の項目以外で行った改善指導の内容

'

(様式1』1)

鹿

めん羊

単位;【)

山羊

0計 0
J

注1 大規模農塲以外の農場にっいて、本通知の1に基づいて立入を行った場合は0丙にその戸數を記勲して下さい0
注2 平成24年10月1日以降、別添チェックシートによりその遵守状況を既に確認している場合には、その結果を活用することは可能です0
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、

阜

0
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(言己入伊D

農場数
(①十②)

肉用牛

大規模農場

①何らかの指導を行った農場数(※1)

それ以外の
農場

怜

うち、改善済

4(1)

15

うち、改善指
導中

3(1)

8

②指導が
不要だった農場

数

2(1)

7

それ以外の農場で通知の1に
基づく立入を行った場合.はそ
の戸数を0内に内数で記載

チェック表の項目以外で行った改善指導の.内容

3 0立て看板の設遣(6)

(単位:戸)

J



チェック表に基づいて改善指導を行った農場数

2
Π)衡生管理区域の設定

3

2 衛生管理区域の境界の明瞭化
人・車両の入場制限

4
"車両用の消毒藁の常設

項目

5

(2)車両消毒の実施
Π1 立入者用の消遷藥の常設

6

1

(2)立入者の消竃の実施
衛生管理区域専用の衣服・靴の者用(※)U)

【勿適靭恋方法による衣服・靴の善用※

の

:

の'の、

11

蘭匠亟^打だ貢語^

12

わ給餌設偏ヘの排池物混

五又

0口の

13

での

飼判保管場所ヘの排池物混入防止対策

0

14

衞生管理区域ヘの野生動物侵入刻策(※)

肉朋牛

鄭勿叩の

糞尿処理施設ヘの野生動物侵入刻策(※)(3)

しこ7 の 0

冒

畜舎ヘの野生動物侵λ対策(※)

【"畜舎・器具の洗浄又は消毒

15

.

佗)使用物品の家畜ことの交換

16 '仞πミでの.

17

それ以外

^^

゛

0、

、の

a)糞尿運搬時の車両消竃(※)

18 ・

19

防止刻築

(2)

.

20

ノ、ツ

糞昼運搬時の飛散防止刻策
禰璽所式あ寄念 1の

21

・:・

、〒

大規摸

の時の医の"

0

Π1 導入元の疾病発生状況等の確認

22
23

の,月

の球畜の康察

乳用牛

【勿

.

24

重却τ了弄萄フヒ裂凡里の

入畜の垢離の実施

U}立λ制の記帳等の周知(※)

それ以外

25
26

12)立入時の記帳等の実施及ぴ帳癒の保管

毒

0

戻酬だま笥'定、ヨ'
貝に長ほ希怖語葆丁7^

.'、の確'

注1 チェックリストの垣目の指導農場数改善済みの項目は0、改善指導中の項目は.の欄に戸数を記載して下さい0

.

(※)

大規模

日

0

豚

.

立入腰場数

それ以外

0

^

.

水牛

0

、^

.

鹿

0 ..

めん羊

、

,0

・→

.

ι

山羊

(様式1-2)
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都道^

開催,年月日

口蹄疫に関する研修会の開催状況

参加者(機関・団体名等) 内容

※、平成24年度の実績を記載すること。

(様式2)


